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再

掲

○
福
岡
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

一

福
岡
県
広
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
五
十
一
号

福
岡
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

平
成
四
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八
号

)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
中

｢

知
事｣

を

｢

管
轄
の
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
長｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
中

｢

知
事｣

の
下
に

｢

及
び
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
の
長｣

を
、

｢

三
部
と
し
、｣

の
下

に

｢

知
事
に
提
出
す
る
場
合
は
、｣

を
加
え
る
。

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中

｢福
岡
県
知
事
｣

を

｢福
岡
県

保
健
福
祉

環
境
事
務
所
長
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

…
…
…
…
…
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